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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の周囲映像を撮影する周囲映像入力部と、
　前記周囲映像入力部によって撮影された前記周囲映像における移動物体の位置を検知す
る移動物体検知部と、
　前記周囲映像入力部によって撮影された前記周囲映像と前記移動物体検知部によって検
知された前記移動物体の検知位置とを合成する合成映像構築部と、
　前記合成映像構築部で合成された合成映像をディスプレイに表示する出力部とを備えた
車体外部移動物体検知装置において、
　前記自車両の操舵角度が入力される車両情報入力部と、
　前記車両情報入力部に入力された前記操舵角度と前記自車両の形状情報とに基づき、前
記自車両の可動部が前記周囲映像内に占める領域である可動部領域を設定する可動部領域
設定部とを備え、
　前記移動物体検知部は、前記可動部領域設定部により設定された前記可動部領域と前記
周囲映像入力部によって撮影された前記周囲映像とから求めた前記周囲映像から前記可動
部領域を除いた領域に対して、前記移動物体の検知処理を行い、その検知処理の結果を出
力する
　ことを特徴とする車体外部移動物体検知装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車体外部移動物体検知システムにおいて、
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　前記可動部は前記自車両の車輪である
　ことを特徴とする車体外部移動物体検知装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の車体外部移動物体検知システムにおいて、
　前記合成映像構築部は、前記周囲映像内における前記可動部領域の表示を、前記移動物
体の検知の結果表示とは異なる描画手法で行なう
　ことを特徴とする車体外部移動物体検知装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の車体外部移動物体検知装置において、
　前記出力部に表示される映像内における座標が入力可能な座標入力部を更に備え、
　前記可動部領域設定部は、前記可動部領域を前記周囲映像内の前記座標入力部で入力さ
れた座標の位置へ移動させる
　ことを特徴とする車体外部移動物体検知システム。
【請求項５】
　請求項１に記載の車体外部移動物体検知装置において、
　前記出力部に表示される映像内における領域が入力可能な領域入力部を更に備え、
　前記可動部領域設定部は、前記周囲映像内の前記領域入力部で入力した領域を前記可動
部領域とする
　ことを特徴とする車体外部移動物体検知装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車体外部移動物体検知装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の周囲の物体の検出精度を向上させるために、車両に設けられた複数のカメラによ
り異なる方向を撮影した複数の画像を用いて前記車両の周囲の物体を検出する画像処理装
置において、前記車両の挙動を表す挙動パラメータを複数の前記画像ごとに推定する挙動
推定手段と、複数の前記画像ごとに推定された複数の前記挙動パラメータに基づいて、前
記車両の周囲の物体の検出に用いる前記挙動パラメータを設定する設定手段と、前記設定
手段により設定された前記挙動パラメータおよび複数の前記画像を用いて、前記車両の周
囲の物体を検出する物体検出手段とを含む画像処理装置がある（例えば、特許文献１参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２１７９７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した画像処理装置は、車両のギアや操舵角から車両の進行方向を判定する進行方向
検出部と、進行方向検出部の検出結果を基に、車両に複数取り付けたカメラごとに設けた
監視部の中から適切な監視部を選択する設定部と、取得されたカメラ映像を基に自車両の
挙動の推定を行なう監視部内の挙動推定部と、路面の推定を行う監視部内の路面推定部と
、障害物の検出を行なう監視部内の障害物検出部とを備えている。設定部は、指令した監
視部から推定情報を取得し、各監視部に送信する。監視部内の障害物検出部は、設定部か
ら受信した推定情報と各カメラから供給される画像とを基に障害物の検出を行う。この結
果、車両の周囲の物体の検出精度を向上させることができる。
【０００５】
　ところで、鉱山向けのダンプトラックなどの大型の建設機械は、一般の車両に比べてサ
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イズの大きな車体やタイヤなどの自車両構造物を備えると共に、車体の構造が複雑である
。このため、車体の形状やカメラの取付け位置、カメラによる撮影領域等の条件により、
映像内に路面部と動作可能な自車両構造物（例えば、ベッセル、タイヤ等）とが入り組ん
で映る場合がある。
【０００６】
　自車両が移動している状況では、映像内に映り込んだタイヤの動作と路面の見かけ上の
動きは、その移動方向や移動量が異なる。タイヤは自車両のシャフトに取付けられている
ため、映像内では概ね同じ位置に存在するが、タイヤの表面は回転する。また、自車両が
右左折する際は、タイヤが右または左に傾く。一方、路面は自車両の移動に合わせて映像
内を見かけ上移動する。自車両が前進している場合、自車両の左方向に取付けられたカメ
ラによる映像内を路面は右から左へ移動する。
【０００７】
　上述した画像処理装置では、１フレーム前の画像と現在の画像とを比較して物体の３次
元の位置を検出する移動ステレオ方式を採用し、計測結果から路面を推定する。そして、
推定した路面座標系の上において、画像内のある位置を占める物体を障害物として検出し
ている。この画像処理装置を上述した建設機械に採用すると、タイヤは路面と異なる位置
に存在すると算出されるため、タイヤを障害物であると誤検出し、オペレータに報知して
しまう虞がある。
【０００８】
　本発明は上述の事柄に基づいてなされたものであって、その目的は、周囲映像の中から
自車両可動構造物の可動領域を除いた領域に対して移動物体の検知を行なう車体外部移動
物体検知装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。本願は、
上記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、自車両の周囲映
像を撮影する周囲映像入力部と、前記周囲映像入力部によって撮影された前記周囲映像に
おける移動物体の位置を検知する移動物体検知部と、前記周囲映像入力部によって撮影さ
れた前記周囲映像と前記移動物体検知部によって検知された前記移動物体の検知位置とを
合成する合成映像構築部と、前記合成映像構築部で合成された合成映像をディスプレイに
表示する出力部とを備えた車体外部移動物体検知装置において、前記自車両の操舵角度が
入力される車両情報入力部と、前記車両情報入力部に入力された前記操舵角度と前記自車
両の形状情報とに基づき、前記自車両の可動部が前記周囲映像内に占める領域である可動
部領域を設定する可動部領域設定部とを備え、前記移動物体検知部は、前記可動部領域設
定部により設定された前記可動部領域と前記周囲映像入力部からの前記周囲映像入力部に
よって撮影された前記周囲映像とから求めた前記周囲映像から前記可動部領域を除いた領
域に対して、前記移動物体の検知処理を行い、その検知処理の結果を出力することを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、周囲映像の中から自車両可動構造物の可動領域を除いた領域に対して
移動物体の検知を行なうので、自車両可動構造物に対する誤検知を防止できると共に、利
用者が自車両を操作する上で最も注意を払うべき部位である自車両近傍部における検知対
象物の見落としを防止できる。これにより、利用者は作業に必要な移動物体検知結果のみ
を取得できる。この結果、作業全体の運用効率を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態を備えたダンプトラ
ックを示す側面図である。
【図２】本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における周囲映像入
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力部を構成するカメラの配置を説明する概念図である。
【図３】本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態を構成するカメラが
撮影した映像を示す概念図である。
【図４】本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態の構成を示すブロッ
ク図である。
【図５】本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における処理内容を
示すフローチャート図である。
【図６】本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における可動部領域
の設定の一例を示す概念図である。
【図７】本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における検知対象領
域の設定の一例を示す概念図である。
【図８】本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における移動物体の
検知の一例を示す概念図である。
【図９】本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における移動物体検
知の結果表示の一例を示す概念図である。
【図１０】本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における移動物体
検知の結果表示の他の例を示す概念図である。
【図１１】本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における可動部領
域設定部の構成を示すブロック図である。
【図１２】本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における自車両形
状属性保持部に保持される文字データの一例を示す表図である。
【図１３】本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における可動部領
域取得ステップの処理内容を示すフローチャート図である。
【図１４】本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における可動部領
域の算出の一例を示す概念図である。
【図１５】本発明の車体外部移動物体検知システムの第２の実施の形態の構成を示すブロ
ック図である。
【図１６】本発明の車体外部移動物体検知システムの第２の実施の形態における車両情報
入力部の処理内容を示すフローチャート図である。
【図１７】本発明の車体外部移動物体検知システムの第２の実施の形態における操舵角と
映像の関係を示す概念図である。
【図１８】本発明の車体外部移動物体検知システムの第２の実施の形態における操舵角と
可動部領域の形状の関係を示す概念図である。
【図１９】本発明の車体外部移動物体検知システムの第３の実施の形態における移動物体
検知の結果表示の一例を示す概念図である。
【図２０】本発明の車体外部移動物体検知システムの第４の実施の形態における移動物体
検知の結果表示の一例を示す概念図である。
【図２１】本発明の車体外部移動物体検知システムの第４の実施の形態における移動物体
検知の結果表示の他の例を示す概念図である。
【図２２】本発明の車体外部移動物体検知システムの第５の実施の形態の構成を示すブロ
ック図である。
【図２３】本発明の車体外部移動物体検知システムの第５の実施の形態における移動物体
検知の結果表示の一例を示す概念図である。
【図２４】本発明の車体外部移動物体検知システムの第６の実施の形態における移動物体
検知の結果表示の一例を示す概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、鉱山等で採掘した砕石や鉱物等を運搬する大型の運搬車両であるダンプトラック
に適用した場合を例にとって本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。なお、本発明
の適用はダンプトラックに限定されるものではない。
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【実施例１】
【００１３】
　図１は本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態を備えたダンプトラ
ックを示す側面図である。　
　図１に示すダンプトラック（自車両）１は、頑丈なフレーム構造で形成された車体２と
、車体２上に起伏可能に搭載されたベッセル（荷台）３と、車体２に装着された左前輪４
Ａ（L）及び左後輪４Ｂ（L）を主に備えている。
【００１４】
　車体２には、後輪４Ｂを駆動するエンジン（図示せず）が配設されている。エンジンは
、例えば、エンジン制御装置（以下ＥＣＵという）を有し、ＥＣＵからの指令信号によっ
て、供給される燃料流量が制御されることで、その回転数が制御されている。
【００１５】
　ベッセル３は、砕石物等の荷物を積載するために設けられた容器であり、ピン結合部５
等を介して車体２に対して起伏可能に連結されている。ベッセル３の下部には、車両の幅
方向に所定の間隔を介して２つの起伏シリンダ６が設置されている。起伏シリンダ６に圧
油が供給・排出されると、起伏シリンダ６が伸長・縮短してベッセル３が起伏される。ま
た、ベッセル３の前側上部には庇部７が設けられている。
【００１６】
　庇部７は、その下側（すなわち車体２の前部）に設置された運転室８を岩石等の飛散物
から保護するとともに、車両転倒時等に運転室８を保護する機能を有している。運転室８
の内部には、車体外部移動物体検知システムを構成する制御装置の車体外部移動物体検知
装置１００（図４参照）と、操舵用のハンドル（図示せず）と、アクセルペダル及びブレ
ーキペダル等（図示せず）とが設置されている。
【００１７】
　図２は本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における周囲映像入
力部を構成するカメラの配置を説明する概念図、図３は本発明の車体外部移動物体検知シ
ステムの第１の実施の形態を構成するカメラが撮影した映像を示す概念図である。
【００１８】
　図２において、ダンプトラック１の車体２の前側面と後側面とには、ダンプトラック１
の前方を広角で撮影する前方カメラ３０１と、ダンプトラック１の後方を広角で撮影する
後方カメラ３０３とが設けられている。また、車体２の左側面と右側面とには、ダンプト
ラック１の左方向を広角で撮影する左方向カメラ３０２と、ダンプトラック１の右方向を
広角で撮影する右方向カメラ３０４とが設けられている。これらのカメラ３０１～３０４
は、それぞれの地表面を主に撮影できるように、車体２の各面に俯角をつけて取付けられ
ている。また、ダンプトラック１の車体２には、右前輪４Ａ（R）と右後輪４Ｂ（R）と左
前輪４Ａ（L）と左後輪４Ｂ（L）とが装着されている。
【００１９】
　図３はこれらのカメラ３０１～３０３が撮影した周囲映像の例を示す。４０１は前方カ
メラ３０１が撮影した前方映像の例を示す。４０２は左方向カメラ３０２が撮影した左方
向映像の例を示す。４０３は後方カメラ３０３が撮影した後方映像の例を示す。４０４は
右方向カメラ３０４が撮影した右方向映像の例を示す。
【００２０】
　周囲映像４０１～４０４は、それぞれ広角で撮影されるため遠方、すなわち各映像の上
部に映し出されている地平線が湾曲して見えている。また、近傍、すなわち各映像の下部
に車体２の一部が映っている。例えば、前方映像４０１には、車体２のフロント部分の一
部が、左方向映像４０２には、車体２の左サイド部分と左前輪４Ａ（L）及び左後輪４Ｂ
（L）がそれぞれ映っている。右方向映像４０４には、車体２の右サイド部分と右前輪４
Ａ（R）及び右後輪４Ｂ（R）が、後方映像４０３には、車体２のリア部分と左後輪４Ｂ（
L）と右後輪４Ｂ（R）、並びに映像内の上部に自車両１のベッセル３の一部がそれぞれ映
っている。
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【００２１】
　なお、この例ではカメラに広角レンズを用いているため、ベッセル３の映っている箇所
のような特に映像の辺縁部では歪みが大きくなっている。また、同一の車輪が複数のカメ
ラに映る場合がある。前方映像４０１、左方向映像４０２、後方映像４０３、右方向映像
４０４を合わせたものが本実施の形態における周囲映像である。
【００２２】
　図４は本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態の構成を示すブロッ
ク図である。図４において、車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態は、車体
外部移動物体検知装置１００を備えている。
【００２３】
　車体外部移動物体検知装置１００は、周囲映像入力部１０１と合成映像構築部１０２と
可動領域設定部１０３と移動物体検知部１０４と出力部１０５とを備えている。
【００２４】
　周囲映像入力部１０１は、ダンプトラック１の周囲の様子をそれぞれ撮影する複数のカ
メラ３０１～３０４を備えている。周囲映像入力部１０１は、撮影結果である複数の周囲
映像４０１～４０４を合成映像構築部１０２と移動物体検知部１０４とへ送信する。
【００２５】
　合成映像構築部１０２は、周囲映像入力部１０１の送信した複数の周囲映像４０１～４
０４と、移動物体検知部１０４から移動物体の位置を示す検知位置座標信号とを入力する
。合成映像構築部１０２は、合成映像を生成するために入力した周囲映像の中から必要な
部分を切り出し座標変換後に合成を行うと共に、入力した検知位置座標を基に移動物体の
検知位置検知結果抽出映像を合成し、得られた合成映像を出力部１０５へ送出する。
【００２６】
　可動領域設定部１０３は、自車両１の可動部の位置関係の情報を保持し、周囲映像入力
部１０１のカメラの撮影する映像の中に可動部が映り込んでいる場合は該当する領域を、
それ以外の場合は可動部の領域が無いことを示す情報を送出する。具体的には、自車両１
を構成する各部分における形状情報と属性情報と可動部に関する情報とカメラの属性情報
とを保持し、これらの情報から映像内に可動部が映り込む場合に、その領域を算出して移
動物体検知部１０４へ出力する。ここで、可動部領域とは、自車両１の構造物において動
く部分がカメラに写り込む際、この動く部分が映像内で占める領域をいう。
【００２７】
　移動物体検知部１０４は、周囲映像入力部１０１の送出する周囲映像４０１～４０４に
関して、可動部領域設定部１０３の送出する可動部領域を除いた領域に対して移動物体の
検知処理を行い、移動物体が映像中に存在するかどうかを検知する。移動物体を検知した
場合は検知した位置を示す検知位置座標を周囲映像とともに合成映像構築部１０２へ送出
する。
【００２８】
　出力部１０５は、ディスプレイ等を備え、合成映像構築部１０２から入力した合成映像
を利用者に対して出力する。
【００２９】
　次に、本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における移動物体の
検知と表示の処理内容について図５乃至図９を用いて説明する。図５は本発明の車体外部
移動物体検知システムの第１の実施の形態における処理内容を示すフローチャート図、図
６は本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における可動部領域の設
定の一例を示す概念図、図７は本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形
態における検知対象領域の設定の一例を示す概念図、図８は本発明の車体外部移動物体検
知システムの第１の実施の形態における移動物体の検知の一例を示す概念図、図９は本発
明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における移動物体検知の結果表示
の一例を示す概念図、図１０は本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形
態における移動物体検知の結果表示の他の例を示す概念図である。図５乃至図１０におい
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て、図１乃至図４に示す符号と同符号のものは同一部分であるので、その詳細な説明は省
略する。
【００３０】
　図５において、車体外部移動物体検知装置１００は、周囲映像入力を行う（ステップＳ
２０１）。具体的には、周囲映像入力部１０１で撮影した周囲映像４０１～４０４を入力
する。
【００３１】
　車体外部移動物体検知装置１００は、可動部領域設定部１０３に可動部領域が設定され
ているか否かを判断する（ステップＳ２０２）。可動部領域とは、自車両１の構造物にお
いて動く部分がカメラに写り込む際、この動く部分が映像内で占める領域をいう。
【００３２】
　可動部領域の設定の一例を図６を用いて説明する。図６では後方映像４０３における可
動領域の設定の一例を示すものである。この映像の中で、左後輪４Ｂ（L）及び右後輪４
Ｂ（R）は、自車両１の移動時に車軸に沿って回転する可動部である。例えば、映像内で
タイヤの溝などが移動する。このため、映像内でこれらの部分を囲む領域を、後輪４Ｂに
対する可動部領域５０１と設定する。
【００３３】
　図５に戻り、車体外部移動物体検知装置１００は、このような可動部領域が設定されて
いると判断した場合は、（ステップＳ２０３）へ進み、それ以外の場合は、（ステップＳ
２０６）へ進む。
【００３４】
　車体外部移動物体検知装置１００は、可動部領域を取得する（ステップＳ２０３）。具
体的には、可動領域設定部１０３において、映像内での可動部領域の形状及び配置の情報
を取得する。ここでは、後方カメラ３０３の設置位置や設置方向等の可動領域設定部１０
３が保持するカメラの属性情報から、自車両１のどの部分が後方カメラ３０３に映り込む
かを算出することで、図６のような自車両１の後部と後輪４Ｂの一部が映像内の下方に映
り込む結果が得られる。また、後輪４Ｂが可動部であるという情報を用いて、映像内の後
輪４Ｂの映り込んでいる領域を可動部領域５０１として取得する。更なる詳細については
、後述する。
【００３５】
　車体外部移動物体検知装置１００は、検知対象領域を作成する（ステップＳ２０４）。
具体的には、映像内における、移動物体が存在するかどうかを検知する領域（検知対象領
域）を作成する。ここでは、図７に示す後方映像４０３の中で、後輪４Ｂに対する可動部
領域５０１を除いたすべての領域を検知対象として作成し、この領域を後方の検知対象領
域６０１としている。
【００３６】
　車体外部移動物体検知装置１００は、検知対象領域が空集合Φであるかどうかを判断す
る（ステップＳ２０５）。具体的には、（ステップＳ２０４）にて、検知対象領域を作成
する際に、例えば映像の全面にわたって自車両１の可動部領域が存在する場合は、検知対
象領域は空集合Φと判断される。したがって、図７に示す例においては、後方映像４０３
の全面ではなく、後方映像４０３の一部にのみ可動部領域５０１が存在しているため、空
集合Φと判断しない。検知対象領域が空集合Φである場合と判断した場合は、（ステップ
Ｓ２０７）へ進み、それ以外の場合は、（ステップＳ２０６）へ進む。
【００３７】
　車体外部移動物体検知装置１００は、移動物体検知部１０４にて移動物体検知処理を実
行する（ステップＳ２０６）。この検知処理を行う映像内での領域は、ステップＳ２０４
にて作成した検知対象領域である。
【００３８】
　検知処理の一例を図８を用いて説明する。図８は、後方映像４０３における移動物体検
知処理を示すものであって、上から順に（ａ）ある時刻ｔ０－１における映像、（ｂ）あ
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る時刻ｔ０－１より後の別の時刻ｔ０における映像、（ｃ）検知結果映像を示している。
これら映像内で検知処理を行うのは、検知対象領域６０１の内部である。またこれら映像
内には、移動物体として人物が存在している。
【００３９】
　ここで、図８（ａ）には、ある時刻ｔ０－１における移動物体７０１が後方映像４０３
上に撮影されている様子が示され、図８（ｂ）には、それよりも後である別の時刻ｔ０に
おける移動物体７０２が後方映像４０３上に撮影されている様子が示されている。これら
の移動物体は同一のものであり、時間の推移に伴って移動している様子が後方カメラ３０
４によって撮影されている。
【００４０】
　図４に示す移動物体検知部１０４は、周囲映像入力部１０１から入力するこれらの映像
を比較し、時間の推移に伴って映像に変化が発生した箇所を算出する。算出により得られ
た、検知対象領域６０１内の検知結果７０３は後方映像４０３上での座標情報を保持して
いる。なお、映像に変化が発生していない場合はこのような検知結果は得られない。
【００４１】
　図５に戻り、車体外部移動物体検知装置１００は、未処理映像があるか否かを判断する
（ステップＳ２０７）。具体的には、複数のカメラからの周囲映像において、検知処理を
適用していない映像が残っているか否かを判断する。例えば、本実施の形態においては、
対象となる映像を切換えながら、前方カメラ３０１、左方向カメラ３０２、後方カメラ３
０３、右方向カメラ３０４が撮影した映像について、１フレームにつき合計４回の検知処
理を行なう。車体外部移動物体検知装置１００は、未処理映像があると判断した場合は、
（ステップＳ２０２）へ進み、それ以外の場合は、（ステップＳ２０８）へ進む。
【００４２】
　車体外部移動物体検知装置１００は、合成映像構築部１０２において合成映像を構築す
る（ステップＳ２０８）。具体的には、前方映像４０１、左方向映像４０２、後方映像４
０３、右方向映像４０４それぞれの縦および横の長さを半分にして面積を縮小し、この４
種類の映像をタイル状に隣接させて配置することにより、４方向の映像を１枚の画面で表
示させる。
【００４３】
　このような移動物体検知の結果表示の一例を図９に示す。ここでは合成映像構築部１０
２で構築したタイル状合成映像８０１を示している。移動物体検知部１０４における算出
結果にもとづく座標値を用いて、移動物体を検知した部分に検知対象領域内の検知結果７
０３を描画している。
【００４４】
　図５に戻り、車体外部移動物体検知装置１００は、合成映像を出力する（ステップＳ２
０９）。具体的には、合成映像構築部１０２において構築したタイル状合成映像８０１を
、出力部１０５に対して出力する。この映像内において、検知対象領域内の検知結果７０
３を表示する。
【００４５】
　車体外部移動物体検知装置１００は、検知処理が終了するか否かを判断する（ステップ
Ｓ２１０）。例えば、作業が終了したり、外部移動体の検知が不要となって、処理終了を
指示する信号が入力された場合には終了し、それ以外のときには最初の手順（ステップＳ
２０１）に戻る。
【００４６】
　なお、タイル状合成映像８０１を出力に用いる例を説明したが、これに限るものではな
い。合成映像構築部１０２において前方映像４０１、左方向映像４０２、後方映像４０３
、右方向映像４０４の映像を変換して合成し、自車両１とその周囲を俯瞰するような映像
を構築して出力部１０３に対して出力することも可能である。このような移動物体検知の
結果表示の他の例を図１０に示す。変換した前方映像９０１、変換した左方向映像９０２
、変換した後方映像９０３、変換した右方向映像９０４をそれぞれ上方向、左方向、下方
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向、右方向に配置し、中央に自車両アイコン９０５を配置した俯瞰合成映像９０６を合成
する。この映像内において、検知対象領域内の検知結果７０３を表示する。
【００４７】
　これらの移動物体検知の結果表示から、左後輪４Ｂ（L）や右後輪４Ｂ（R）が回転して
いたとしても、その部分は移動物体として検知せず、時刻ｔ０における移動物体７０２の
ような対象を検知することが可能になる。この結果、利用者は本来注意を向けるべき時刻
ｔ０における移動物体７０２のような対象の存在を効率よく知ることができる。
【００４８】
　次に、車体外部移動物体検知装置１００を構成する可動部領域設定部１０３の詳細の構
成及び動作について図１１乃至図１４を用いて説明する。図１１は本発明の車体外部移動
物体検知システムの第１の実施の形態における可動部領域設定部の構成を示すブロック図
、図１２は本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態における自車両形
状属性保持部に保持される文字データの一例を示す表図、図１３は本発明の車体外部移動
物体検知システムの第１の実施の形態における可動部領域取得ステップの処理内容を示す
フローチャート図、図１４は本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態
における可動部領域の算出の一例を示す概念図である。図１１乃至図１４において、図１
乃至図１０に示す符号と同符号のものは、同一部分であるので、その詳細な説明は省略す
る。
【００４９】
　図１１に示すように、可動部領域設定部１０３は、自車両形状属性保持部１０３Ａと座
標変換部１０３Ｂと可動部領域検出部１０３Ｃとを備えている。
【００５０】
　自車両形状属性保持部１０３Ａは、図２に示す自車両１を構成する各部分における形状
情報と属性情報と可動部に関する情報とカメラの属性情報とを保持し、これらを座標変換
部１０３Ｂへ送出する。ここで、自車両１の形状情報とは、自車両１の空間的構成を３次
元空間上の点と線、面により表すものであって、例えば、ＣＡＤ向けの形状データのよう
なものである。
【００５１】
　カメラの属性情報とは、例えば、前方カメラ情報として前方カメラ３０１の空間的な設
置位置と方向並びに画角や焦点距離といったカメラに付随する情報がある。同様に左方向
カメラ３０２の左方向カメラ情報、後方カメラ３０３の後方カメラ情報、右向カメラ３０
４の右方向カメラ情報等が構成される。
【００５２】
　自車両１の可動部とは、利用者の操作により移動や回転を行なう自車両１に属する部分
をいう。可動部に関する情報としては、左前輪情報として図２に示す左前輪４Ａ（L）の
形状や配置、操舵や走行といった自車両１の操作によってどのように映像上の形状や配置
が変化するかといった情報がある。同様に構成される左後輪４Ｂ（L）の左後輪情報、右
前輪４Ａ（R）の右前輪情報、右後輪４Ｂ（R）の右後輪情報、ベッセル３のベッセル情報
等が構成される。
【００５３】
　図１２は、自車両形状属性保持部１０３Ａに保持される文字データの一例を示す表図で
ある。ここで、自車両１は、各部分の形状情報や属性情報等の集合で示される。図１２に
は、左前輪４Ａ（L）に関する情報である左前輪情報や前方カメラ３０１に関する属性情
報である前方カメラ情報の記述を例示している。
【００５４】
　左前輪情報は、まず属性情報として左前輪４Ａ（L）の属性（Ａｔｔｒｉｂｕｔｅ）が
可動部であることを記述している。次に、形状情報として左前輪４Ａ（L）の形状（Ｓｈ
ａｐｅ）をＣＡＤ向けの形状データとして記述している。そして可動部に関する情報とし
て、可動部である左前輪４Ａ（L）の移動や回転の中心となる位置（Ｐｉｖｏｔ）や可動
範囲（Ｒａｎｇｅ）、角度（Ａｎｇｌｅ）等を併せて記述している。
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【００５５】
　前方カメラ情報は、前方カメラ３０１の設置位置（Ｐｏｓｉｔｉｏｎ）や中心の方向（
Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）、画角（ＦＯＶ）等を記述している。　
　このように、自車両１を構成する各部分の情報を組合せることで、自車両１の形状を表
現する。なお、本実施の形態においては、各カメラに映り込む可能性のある物体に関して
のみ処理を行なうので、移りこむ可能性のない形状、例えば自車両１の屋根等についての
情報は、自車両形状属性保持部１０３Ａに保持しなくても良い。
【００５６】
　次に、可動部領域取得ステップの処理内容を図１３を用いて説明する。可動部領域取得
ステップは、図５に示す処理フローチャート図の（ステップＳ２０３）の処理内容をさら
に詳しく説明するものである。
【００５７】
　車体外部移動物体検知装置１００は、図５の（ステップＳ２０２）にて、可動部領域が
設定されていると判断した場合、可動部領域を取得するために、図１３に示す自車両形状
を取得する（ステップＳ２０３１）。具体的には、自車両形状属性保持部１０３Ａが保持
している自車両１の形状の情報を取得する。
【００５８】
　車体外部移動物体検知装置１００は、カメラ情報を取得する（ステップＳ２０３２）。
具体的には映像を撮影するカメラに関する情報を取得する。例えば、前方カメラ３０１で
映像を撮影する場合、前方カメラ情報を取得する。
【００５９】
　車体外部移動物体検知装置１００は、座標変換を実行する（ステップＳ２０３３）。具
体的には、図１１に示す座標変換部１０３Ｂにおいて、前のステップで取得した自車両１
の形状の情報とカメラの属性情報とを用いて、座標変換を行い、カメラで撮影した映像を
表す２次元平面内において、３次元形状がどのように射影されるかを算出する。この結果
は、図３に示すカメラが撮影した映像と類似のものであり、２次元平面上の領域内に自車
両１の形状の一部が存在する。
【００６０】
　車体外部移動物体検知装置１００は、可動部領域を算出する（ステップＳ２０３４）。
具体的には、図１１に示す可動部領域検出部１０３Ｃにおいて、座標変換後の２次元平面
上に存在する可動部領域を算出する。
【００６１】
　可動部領域の算出処理の一例を図１４を用いて説明する。図１４は自車両１の形状情報
と後方カメラ情報とを用いて座標変換したものである。座標変換後の２次元平面には、自
車両形状のうち、車体２の後部の一部と左後輪４Ｂ（L）と右後輪４Ｂ（R）とベッセル３
を表す形状が存在している。この中で、属性として可動部であることが設定されている形
状が占有する領域を算出する。
【００６２】
　図１４において、左後輪情報Ｈ３７と右後輪情報Ｈ３８とベッセル情報Ｈ３とが、属性
情報として可動であることを設定している。但し、ここでは、説明の簡便化のため、左後
輪情報Ｈ３７と右後輪情報Ｈ３８の属性についてのみ取り扱う。図１１に示す可動部領域
検出部１０３Ｃは、左後輪情報Ｈ３７と右後輪情報Ｈ３８より、２次元平面上でこれらが
占有する領域、すなわち後輪４Ｂに対する可動部領域５０１を算出する。
【００６３】
　図１３に戻り、車体外部移動物体検知装置１００は、可動部領域を出力する（ステップ
Ｓ２０３５）。具体的には、可動領域検出部１０３Ｃが算出した可動部領域を図４に示す
移動物体検知部１０４へ出力する。本実施の形態においては、後輪４Ｂに対する可動部領
域５０１を出力する。本処理を実行後、図５に示す処理フローチャート図の（ステップＳ
２０４）へ進む。
【００６４】
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　上述した本発明の車体外部移動物体検知システムの第１の実施の形態によれば、周囲映
像の中から自車両可動構造物の可動領域を除いた領域に対して移動物体の検知を行なうの
で、自車両可動構造物に対する誤検知を防止できると共に、利用者が自車両を操作する上
で最も注意を払うべき部位である自車両近傍部における検知対象物の見落としを防止でき
る。これにより、利用者は作業に必要な移動物体検知結果のみを取得できる。この結果、
作業全体の運用効率を向上することができる。
【実施例２】
【００６５】
　以下、本発明の車体外部移動物体検知システムの第２の実施の形態を図面を用いて説明
する。図１５は本発明の車体外部移動物体検知システムの第２の実施の形態の構成を示す
ブロック図、図１６は本発明の車体外部移動物体検知システムの第２の実施の形態におけ
る車両情報入力部の処理内容を示すフローチャート図、図１７は本発明の車体外部移動物
体検知システムの第２の実施の形態における操舵角と映像の関係を示す概念図、図１８は
本発明の車体外部移動物体検知システムの第２の実施の形態における操舵角と可動部領域
の形状の関係を示す概念図である。図１５乃至図１８において、図１乃至図１４に示す符
号と同符号のものは、同一部分であるので、その詳細な説明は省略する。
【００６６】
　本実施の形態における車両周囲移動物体検知システムは、その構成及び運用方法は第１
の実施の形態と大略同様である。第２の実施の形態においては、自車両１の可動部が時間
推移に伴って移動し、映像内の可動部領域が増減する場合であっても、これらの可動部領
域を除外した領域で移動物体の検知ができる点が第１の実施の形態と異なる。
【００６７】
　具体的には、図１５に示すように車体外部移動物体検知装置１００Ａにおいて、車両情
報入力部１００１をさらに備えている。　
　車両情報入力部１００１は、自車両１の可動部に関係する情報を入力するものであって
、例えば、自車両１の操舵角度やベッセル３の作動量などの情報を、ＣＡＮ（Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等を用いて入力する。車両情報入力部１００１は、入
力した車両情報を基に可動部の形状を算出し、この形状が映像内に含まれる場合には、そ
の車両情報等を可動部領域設定部１０３へ出力する。
【００６８】
　車両情報として使用する操舵角と映像の関係を図１７を用いて説明する。図１７の左側
は、元の操舵角が０度のときの右方向映像４０４を示す。図１７の右側は、利用者がステ
アリングを右方向へ３０度回転させて、操舵角を３０度としたときの右方向映像４０４を
示す。ステアリングの回転に伴い、右前輪４Ａ（R）は映像内で時計回りに回転し、見か
け上の形状を変化させている。
【００６９】
　ここで、左側の元の状態においては、操舵角０度を車両情報入力部１００１から取得し
、操舵後の右側の状態においては、操舵角３０度を車両情報入力部１００１から取得する
。
【００７０】
　次に、本実施の形態における可動部領域取得ステップの処理内容を、図１６を用いて説
明する。本実施の形態における処理の流れは、図５に類似するが、（ステップＳ２０３）
の前に処理を追加する点が異なるため、この部分に関して説明する。
【００７１】
　車体外部移動物体検知装置１００Ａは、図５の（ステップＳ２０２）にて、可動部領域
が設定されていると判断した場合、車両情報を取得する（ステップＳ１１０１）。具体的
には、車両情報入力部１００１より車両に関する情報を入力する。例えば、上述したよう
な操舵角の情報を入力する。
【００７２】
　車体外部移動物体検知装置１００Ａは、車両形状を算出する（ステップＳ１１０２）。
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具体的には、入力した車両情報を基に車両１の可動部の形状を算出する。上述したように
、操舵角の大きさに応じて、右前輪４Ａ（R）の配置が変化している。図１７に示すよう
に、操舵角が３０度の場合は、操舵角か０度の場合に比べて右前輪４Ａ（R）の前方部分
が車体２の外側に相当する右側にはみ出す形状となる。また、右前輪４Ａ（R）の後方部
分は、車体２の内側に相当する左側に入り込む形状になる。
【００７３】
　図１６に戻り、車体外部移動物体検知装置１００は、映像領域外か否かを判断する（ス
テップＳ１１０３）。具体的には、入力した車両情報に基づいて算出した自車両１の可動
部の形状が、対象としている映像の中に含まれるか否かを判断する。自車両１の可動部の
形状が映像領域外の場合は、（ステップＳ２０４）へ進み、それ以外の場合は、（ステッ
プＳ２０３）へ進む。
【００７４】
　車体外部移動物体検知装置１００Ａは、可動部領域設定部１０３において可動部領域を
取得する（ステップＳ２０３）。具体的には、入力した車両情報に基づいて算出した自車
両１の形状の映像内における形状と配置を取得する。
【００７５】
　この可動部領域の取得の一例を図１８を用いて説明する。図１８の左側は、操舵角が０
度のときの右方向映像４０４であって、破線部は映像内の可動領域１３０１を示す。図１
８の右側は、操舵角が３０度のときの右方向映像４０４であって、破線部は映像内の可動
領域１３０２を示す。
【００７６】
　車体外部移動物体検知装置１００Ａは、これらの可動部領域を用いて、第１の実施の形
態と同様の手法により移動物体の検知を行なう。このことにより、自車両１の状態が変化
した場合であっても、それに合わせた可動部領域が取得できるため、自車両１の可動部が
検知対象領域に入ることを回避できる。この結果、不要な誤検知を抑制できる。さらに、
本来検知対象領域に含めるべき領域が、可動部領域に含まれたままとなることを回避でき
るので、的確な移動物体検知が実施できる。特に、安全性の確保に重要となる自車両１の
近傍で、必要な検知対象領域を可能な限り広く確保することができる。
【００７７】
　なお、本実施の形態においては、車両情報の入力経路としてＣＡＮを用いた場合を例に
説明したが、これに限るものではない。また、入力する車両情報として操舵角を用いた場
合を例に説明したが、これに限るものではない。例えば、自車両１の車輪の回転速度を車
両情報として入力し、映像内での車輪の回転による誤検知を回避することが可能になる。
同様に、ベッセル３の作動量を車両情報として入力し、映像内でのベッセル３の移動によ
る誤検知を回避することが可能になる。
【００７８】
　上述した本発明の車体外部移動物体検知システムの第２の実施の形態によれば、上述し
た第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００７９】
　また、上述した本発明の車体外部移動物体検知システムの第２の実施の形態によれば、
自車両１の状態が変化した場合であっても、それに合わせた可動部領域が設定されるので
、必要な検知対象領域を可能な限り広く確保することができる。
【実施例３】
【００８０】
　以下、本発明の車体外部移動物体検知システムの第３の実施の形態を図面を用いて説明
する。図１９は本発明の車体外部移動物体検知システムの第３の実施の形態における移動
物体検知の結果表示の一例を示す概念図である。図１９において、図１乃至図１８に示す
符号と同符号のものは、同一部分であるので、その詳細な説明は省略する。
【００８１】
　本実施の形態における車両周囲移動物体検知システムは、その構成及び運用方法は第１
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の実施の形態と大略同様である。第３の実施の形態においては、可動部領域の内部を出力
部１０５へ出力しない点が第１の実施の形態と異なる。本実施の形態おける処理の流れは
、図５や図１６に示す処理と同様である。但し（ステップＳ２０８）の処理内容が異なる
ため、この部分に関して説明する。
【００８２】
　合成映像の構築（ステップＳ２０８）が実行されると、図１９に示すようなタイル状合
成映像８０１が構築される。ここでは、図４に示す車体外部移動物体検知装置１００の合
成映像構築部１０２において、後輪４Ｂに対する可動部領域５０１の内部を固定色で塗り
つぶす処理を行なう。図１９においては、白色で一様に塗りつぶしている。このことによ
り、移動物体の検知対象とならない可動部領域５０１の内部は、出力部１０５には表示さ
れなくなる。この結果、不要な移動物体を利用者の視覚から隠すことができ、不要な移動
物体に対して、利用者に無用な注意を強制することを回避できる。
【００８３】
　上述した本発明の車体外部移動物体検知システムの第３の実施の形態によれば、上述し
た第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００８４】
　また、上述した本発明の車体外部移動物体検知システムの第３の実施の形態によれば、
不要な移動物体を利用者の視覚から隠すことができるので、利用者に無用な注意を強制す
ることを回避できる。
【実施例４】
【００８５】
　以下、本発明の車体外部移動物体検知システムの第４の実施の形態を図面を用いて説明
する。図２０は本発明の車体外部移動物体検知システムの第４の実施の形態における移動
物体検知の結果表示の一例を示す概念図、図２１は本発明の車体外部移動物体検知システ
ムの第４の実施の形態における移動物体検知の結果表示の他の例を示す概念図である。図
２０及び図２１において、図１乃至図１９に示す符号と同符号のものは、同一部分である
ので、その詳細な説明は省略する。
【００８６】
　本実施の形態における車両周囲移動物体検知システムは、その構成及び運用方法は第１
の実施の形態と大略同様である。第４の実施の形態においては、可動部領域において検知
された移動物体を、他の領域において検知された移動物体の表示手法と異なる手法で表示
する点が第１の実施の形態と異なる。本実施の形態おける処理の流れは、図５や図１６に
示す処理と同様である。但し（ステップＳ２０８）の処理内容が異なるため、この部分に
関して説明する。
【００８７】
　まず、合成映像の構築（ステップＳ２０８）が実行されると、図２０に示すようなタイ
ル状合成映像８０１が構築される。ここでは、図１５に示す車体外部移動物体検知装置１
００Ａの合成映像構築部１０２において、操舵角が３０度の場合の可動部領域１３０２を
囲むように、検知対象外であることを示す図形１５０１を描画する。ここでは、楕円を描
画している。この楕円は、検知対象領域内の検知結果７０３における太線による矩形とは
異なる手法による描画である。こうすることで、検知の対象とはならないが見かけ上は移
動している物体の映像が、出力部１０５において検知結果７０３とは異なる方式で表示さ
れている。
【００８８】
　一方、他の例として、合成映像の構築（ステップＳ２０８）が実行されて、図２１に示
すような俯瞰合成映像９０６が構築された場合を説明する。ここでは、図１５に示す車体
外部移動物体検知装置１００Ａの合成映像構築部１０２において、操舵角が３０度の場合
の右前輪を囲むように、検知対象外であることを示す図形１５０１を描画する。ここでは
、楕円を描画している。この楕円は、検知対象領域内の検知結果７０３における太線によ
る矩形とは異なる手法による描画である。こうすることで、検知の対象とはならないが見
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かけ上は移動している物体の映像が、出力部１０５において検知結果７０３とは異なる方
式で表示されている。
【００８９】
　このことにより、検知の対象とはならないが、見かけ上は移動している物体の映像が、
出力部１０５において検知結果である移動物体とは異なる方式で表示される。この結果、
出力部１０５に表示される映像内の移動物体の中でどれが検知対象とならないかを示すこ
とができる。この結果、不要な移動物体に対して、利用者に無用な注意を強制することを
回避できる。
【００９０】
　上述した本発明の車体外部移動物体検知システムの第４の実施の形態によれば、上述し
た第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００９１】
　また、上述した本発明の車体外部移動物体検知システムの第４の実施の形態によれば、
出力部１０５に表示される映像内の移動物体の中でどれが検知対象とならないかを示すこ
とができるので、利用者に無用な注意を強制することを回避できる。
【実施例５】
【００９２】
　以下、本発明の車体外部移動物体検知システムの第５の実施の形態を図面を用いて説明
する。図２２は本発明の車体外部移動物体検知システムの第５の実施の形態の構成を示す
ブロック図、図２３は本発明の車体外部移動物体検知システムの第５の実施の形態におけ
る移動物体検知の結果表示の一例を示す概念図である。図２２及び図２３において、図１
乃至図２１に示す符号と同符号のものは、同一部分であるので、その詳細な説明は省略す
る。
【００９３】
　本実施の形態における車両周囲移動物体検知システムは、その構成及び運用方法は第１
の実施の形態と大略同様である。第５の実施の形態においては、利用者による映像内の可
動部領域の配置の変更を可能とした点が第１の実施の形態と異なる。具体的には、図２２
に示すように車体外部移動物体検知装置１００Ｂにおいて、領域情報入力部１７０１をさ
らに備えている。
【００９４】
　領域情報入力部１７０１は、マウスはキーボードといった入力装置を備え、利用者が出
力部における映像内の座標を指定することで、可動部領域の配置を変更可能とするもので
あり、その座標信号等を可動部領域設定部１０３へ出力する。なお、本実施の形態おける
処理の流れは、図５や図１６に示す処理と同様である。但し可動部領域の取得（ステップ
Ｓ２０３）の処理内容が異なるため、この部分に関して説明する。
【００９５】
　本実施の形態における（ステップＳ２０３）での可動部領域の取得について図２３を用
いて説明する。ここでは、タイル状合成映像８０１の一例を示している。自車両１に取付
けられた前方カメラ３０１、左方向カメラ３０２、後方カメラ３０３、右方向カメラ３０
４は、取付けの際のわずかな誤差により、位置や角度が必ずしも仕様通りにならない場合
がある。このような場合、可動部領域設定部１０３において設定する可動部領域と、映像
内で実際に可動部が占有している領域にずれが生じる可能性がある。
【００９６】
　図２３に示す例では、後輪４Ｂに対する可動部領域５０１と、映像内に存在する実際の
後輪４Ｂの可動部との間に、配置の差が存在している。この差を解消するために、利用者
による可動部領域の配置の変更を行なう。
【００９７】
　利用者は、領域情報入力部１７０１の入力装置から、出力部における映像内の座標を入
力指定する。指定した座標は入力カーソル１８０１にて示される。その後、利用者は可動
部領域操作ボタン１８０２を押下し、入力カーソル１８０１を移動させて、後輪４Ｂに対
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する可動部領域５０１が、実際の後輪４Ｂの可動部と重なるように座標を指定する。
【００９８】
　次に設定完了ボタン１８０３を押下して、後輪４Ｂに対する可動部領域５０１の配置を
完了させる。このことにより、車体外部移動物体検知装置１００Ｂは、新たに配置した後
輪４Ｂに対する可動部領域５０１を用いて処理を行う。
【００９９】
　このように、本実施の形態においては、カメラ取り付けの際の誤差等により、可動部領
域設定部１０３において設定する可動部領域と、映像内で実際に可動部が占有している領
域との間に差が発生した場合であっても、的確な可動部領域を再度設定することができる
。この結果、移動物体の検知処理をより正確に行うことが可能になる。
【０１００】
　上述した本発明の車体外部移動物体検知システムの第５の実施の形態によれば、上述し
た第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１０１】
　また、上述した本発明の車体外部移動物体検知システムの第５の実施の形態によれば、
設定する可動部領域と、映像内で実際に可動部が占有している領域との間に差が発生した
場合であっても、的確な可動部領域を再度設定することができるので、移動物体の検知処
理をより正確に行うことが可能になる。
【実施例６】
【０１０２】
　以下、本発明の車体外部移動物体検知システムの第６の実施の形態を図面を用いて説明
する。図２４は本発明の車体外部移動物体検知システムの第６の実施の形態における移動
物体検知の結果表示の一例を示す概念図である。図２４において、図１乃至図２３に示す
符号と同符号のものは、同一部分であるので、その詳細な説明は省略する。
【０１０３】
　本実施の形態における車両周囲移動物体検知システムは、その構成及び運用方法は第５
の実施の形態と大略同様である。第６の実施の形態においては、利用者による映像内の可
動部領域の描画を可能とした点が第５の実施の形態と異なる。
【０１０４】
　第５の実施の形態において、上述したように、自車両１に取付けられた前方カメラ３０
１、左方向カメラ３０２、後方カメラ３０３、右方向カメラ３０４は、取付けの際のわず
かな誤差により、位置や角度が必ずしも仕様通りにならない場合には、可動部領域設定部
１０３において設定する可動部領域と、映像内で実際に可動部が占有している領域にずれ
が生じる可能性がある。
【０１０５】
　そして、このずれが大きくなると、カメラの視点の変化が大きくなり、映像内における
可動部の見かけ上の形状の変化が大きくなることが想定される。図２４に示す例では、後
輪４Ｂに対する可動部領域５０１と、映像内に存在する実際の後輪４Ｂの可動部との間に
形状の差が存在している。この差を解消するために、利用者による可動部領域の形状の変
更（入力した領域を可動部領域として割り当てること）を行なう。
【０１０６】
　利用者は、領域情報入力部１７０１の入力装置から、出力部における映像内の座標を入
力指定する。指定した座標は入力カーソル１８０１にて示される。その後、利用者は可動
部領域描画ボタン１９０１を押下し、入力カーソル１８０１を移動させて、後輪４Ｂに対
する可動部領域５０１が、実際の後輪４Ｂの可動部と重なるように可動部領域の形状を描
画する。
【０１０７】
　次に設定完了ボタン１８０３を押下して、後輪４Ｂに対する可動部領域５０１の形状の
変更を完了させる。このことにより、車体外部移動物体検知装置１００Ｂは、新たに形状
を変更した後輪４Ｂに対する可動部領域５０１を用いて処理を行う。
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【０１０８】
　このように、本実施の形態においては、カメラ取り付けの際の誤差等により、可動部領
域設定部１０３において設定する可動部領域と、映像内で実際に可動部が占有している領
域との間に差が発生した場合であっても、的確な可動部領域を再度設定することができる
。この結果、移動物体の検知処理をより正確に行うことが可能になる。
【０１０９】
　上述した本発明の車体外部移動物体検知システムの第６の実施の形態によれば、上述し
た第１の実施の形態及び第５の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１１０】
　また、上述した本発明の車体外部移動物体検知システムの第６の実施の形態によれば、
設定する可動部領域と、映像内で実際に可動部が占有している領域との間に差が発生した
場合であっても、的確な可動部領域を再度設定することができるので、移動物体の検知処
理をより正確に行うことが可能になる。
【０１１１】
　なお、本発明の実施の形態は建設機械として大型のダンプトラックに適用した場合を例
に説明したが、これに限られるものではない。建設現場における大型機械や災害現場にお
ける大型の作業機械にも適用することができる。
【０１１２】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、上記の
各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば集積回路で設計
する等によりハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、機能等は、プロセッ
サがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することによりソフトウェアで
実現してもよい。
【符号の説明】
【０１１３】
１　ダンプトラック（自車両）、２　車体、３　ベッセル（荷台）、４Ａ　前輪、４Ｂ　
後輪、８　運転室、１００　車体外部移動物体検知装置、１０１　周囲映像入力部、１０
２　合成映像構築部、１０３　可動領域設定部、１０４　移動物体検知部、１０５　出力
部、３０１　前方カメラ、３０２　左方向カメラ、３０３　後方カメラ、３０４　右方向
カメラ、４０１　前方映像、４０２　左方向映像、４０３　後方映像、４０４　右方向映
像、１００１　車両情報入力部、１７０１　領域情報入力部、１８０１　入力カーソル
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